
 

 

 

諮問第 87号 

 

 

景観審議会  

 

 

 

景観行政における今後の施策の方向性について（諮問） 

 

 

 

 景観行政における今後の施策の方向性について、下記のとおり諮問します。 

 

 

令和７年 10月 23日 

 

 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

 

 

記 

 

 

本県では、景観の形成等に関する条例（昭和 60年条例第 17号）を制定してから本

年度に 40年を迎えます。これを契機として、これまでの取組の成果と課題を整理し、

「景観を育み、活かし、未来へつなぐ」をテーマに、次の観点を踏まえ、今後、県と

して取り組むべき方向性について、ご審議いただきますようお願いします。 

 

１ 住民や民間主体の景観まちづくりの推進 

２ 観光・地域振興に向けた景観資源の活用の方策 

３ 景観形成に寄与する建造物等の持続する保全の在り方 

資料１-１ 


